
(2)

議
案
件
名
一
覧

　

内
閣
提
出
法
律
案
（
五
九
件
）
　
（
継
続
一
件
を
含
む
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
五
二
件
）
　
（
継
続
一
件
を
含
む
）

一
　
昭
和
五
十
八
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確

　
　
保
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案
（
修
）

二
　
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤

　
　
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
法
律
案

三
　
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
　
農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
　
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
の
一
部
を
改

　
　
正
す
る
法
律
案

六
　
電
信
電
話
設
備
の
拡
充
の
た
め
の
暫
定
措
置
に
関
す

　
　
る
法
律
を
廃
止
す
る
法
律
案

七
　
簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に

　
　
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

八
　
国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

件
名
の
上
の
数
字
は
提
出
番
号
、
件
名
の

下
の
《
修
》
は
本
院
修
正
、
（
修
）
は
衆

議
院
修
正
を
示
す
。

　
九
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
の
一
部
を
改

　
　
　
正
す
る
法
律
案

一
〇
　
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る

　
　
　
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
一
　
造
幣
局
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
　
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
三
　
製
造
た
ば
こ
定
価
法
及
び
日
本
専
売
公
社
法
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
法
律
案

一
四
　
金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
五
　
公
衆
電
気
通
信
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
六
　
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道
路

　
　
　
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
七
　
公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
八
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
九
　
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
法
律
案
《
修
》
（
衆
議
院
同
意
）

二
二
　
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正



　
　
　
す
る
法
律
案

二
三
　
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）

二
四
　
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇

　
　
　
用
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

二
五
　
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定

　
　
　
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置

　
　
　
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
六
　
農
業
改
良
助
長
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）

二
七
　
森
林
法
及
び
分
収
造
林
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
法
律
案
（
修
）

二
八
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
九
　
原
材
料
の
供
給
事
情
の
変
化
に
即
応
し
て
行
わ
れ
る

　
　
　
水
産
加
工
業
の
施
設
の
改
良
等
に
必
要
な
資
金
の
貸

　
　
　
付
け
に
関
す
る
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

　
　
　
改
正
す
る
法
律
案

三
〇
　
特
定
不
況
産
業
安
定
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
法
律
案

三
一
　
海
上
衝
突
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
二
　
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等

　
　
　
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
三
　
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
四
　
北
海
道
寒
冷
地
畑
作
営
農
改
善
資
金
融
通
臨
時
措
置

　
　
　
法
及
び
南
九
州
畑
作
営
農
改
善
資
金
融
通
臨
時
措
置

　
　
　
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
五
　
特
定
不
況
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
法
律
案

三
六
　
関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
法
律
案

三
七
　
国
民
年
金
特
別
会
計
へ
の
国
庫
負
担
金
の
繰
入
れ
の

　
　
　
平
準
化
を
図
る
た
め
の
一
般
会
計
か
ら
す
る
繰
入
れ

　
　
　
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
修
）

三
八
　
電
源
開
発
促
進
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
〇
　
技
術
士
法
案

四
一
　
建
築
士
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
　
律
案
（
修
）

四
二
　
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
三
　
酪
農
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
四
　
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
及
び
不
動
産
登

　
　
　
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
五
　
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案



四
六
　
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
法
律
案

四
七
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
　　
　
　
　

律
案

四
八
　
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の

　
　
　
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
九
　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
設
置
法
案

五
一
　
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
二
　
漁
業
法
及
び
水
産
資
源
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
法
律
案

五
四
　
高
度
技
術
工
業
集
積
地
域
開
発
促
進
法
案

五
五
　
家
畜
改
良
増
殖
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
六
　
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化

　
　
　
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
九
十
七
回

国
会
　
　
三

日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
す
る
事
業
の
再
建
の
推
進
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
案
（
修
）

●
本
院
を
通
過
し
、
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も

　
の
（
一
件
）

　
　
　
　
五
七
　
日
本
学
術
会
議
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
六
件
）

二
〇
　
防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
法
律
案

二
一
　
防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
九
　
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
〇
　
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
三
　
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組

　
　
　
合
制
度
の
統
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済

　
　
　
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
八
　
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
案

　

条
約
（
一
三
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
一
三
件
）

一
　
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及

　
　
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　
　
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

　
　
件

二
　
所
得
に
対
す
る
租
税
及
び
あ
る
種
の
他
の
租
税
に
関

　
　
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
日
本
国
と
ド
イ
ツ

　
　
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
を
修
正
補
足
す
る
第
二



　
　
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

三
　
千
九
百
八
十
三
年
の
国
際
コ
ー
ヒ
ー
協
定
の
締
結
に

　
　
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

四
　
千
九
百
八
十
二
年
の
ジ
ュ
ー
ト
及
び
ジ
ュ
ー
ト
製
品

　
　
に
関
す
る
国
際
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

　
　
る
の
件

五
　
千
九
百
七
十
一
年
の
国
際
小
麦
協
定
を
構
成
す
る
千

　
　
九
百
七
十
一
年
の
小
麦
貿
易
規
約
及
び
千
九
百
八
十

　
　
年
の
食
糧
援
助
規
約
の
有
効
期
間
を
更
に
延
長
す
る

　
　
千
九
百
八
十
三
年
の
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

　
　
を
求
め
る
の
件

六
　
千
九
百
八
十
二
年
六
月
二
十
四
日
に
採
択
さ
れ
た
千

　
　
九
百
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
に
パ
リ
で
署
名
さ

　
　
れ
、
千
九
百
四
十
八
年
五
月
十
日
、
千
九
百
六
十
六

　
　
年
十
一
月
十
六
日
及
び
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
三

　
　
十
日
の
議
定
書
に
よ
つ
て
改
正
さ
れ
及
び
補
足
さ
れ

　
　
た
国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
の
改
正
の
受
諾
に
つ

　
　
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

七
　
千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た

　
　
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
千
九
百
七
十
八
年
の
議
定

　
　
　
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

　
八
　
商
船
に
お
け
る
最
低
基
準
に
関
す
る
条
約
（
第
百
四

　
　
　
十
七
号
）
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

　
九
　
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
及
び
紛
争
の
義

　
　
　
務
的
解
決
に
関
す
る
選
択
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て

　
　
　
承
認
を
求
め
る
の
件

一
〇
　
宇
宙
飛
行
士
の
救
助
及
び
送
還
並
び
に
宇
宙
空
間
に

　
　
　
打
ち
上
げ
ら
れ
た
物
体
の
返
還
に
関
す
る
協
定
の
締

　
　
　
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
一
　
宇
宙
物
体
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
損
害
に
つ
い
て

　
　
　
の
国
際
的
責
任
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承

　
　
　
認
を
求
め
る
の
件

一
二
　
宇
宙
空
間
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
物
体
の
登
録
に
関
す

　
　
　
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
三
　
北
西
太
平
洋
に
お
け
る
千
九
百
八
十
三
年
の
日
本
国

　
　
　
の
さ
け
・
ま
す
の
漁
獲
の
手
続
及
び
条
件
に
関
す
る

　
　
　
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

　
　

予
算
（
三
件
）



●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
三
件
）

一
　
昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算

二
　
昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算

三
　
昭
和
五
十
八
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

　

承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

　
●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
一
件
）

一
　
放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承

　
　
認
を
求
め
る
の
件

　

予
備
費
等
承
諾
を
求
め
る
の
件
（
七
件
）

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
七
件
）

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

　
　
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
２
）

○
昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）

○
昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）

○
昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

　
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）

○
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る

　
調
書

　

決
算
そ
の
他
（
一
二
件
）

●
議
決
し
た
も
の
（
六
件
）

　
○
昭
和
五
十
四
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
四
年
度
特

　
　
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
四
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資

　
　
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
四
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書
（
第

　
　
九
十
四
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
九

　
　
十
四
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
九
十

　
　
四
回
国
会
提
出
）



　
○
昭
和
五
十
五
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
五
年
度

　
　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
五
年
度
国
税
収
納
金
整
理

　
　
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
五
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
（
第
九
十
六
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
九

　
　
十
六
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
九
十

　
　
六
回
国
会
提
出
）

●
審
査
未
了
の
も
の
（
六
件
）

　
○
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
五
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

　
　
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書
（
第
九
十
六
回
国
会

　
　
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
六
年
度

　
　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
六
年
度
国
税
収
納
金
整
理

　
　
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
六
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書
（
そ
の

　
　
２
）

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書

　
○
昭
和
五
十
六
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書

　
○
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
六
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書

　

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
〇
件
）
　
（
継
続
二
件

　
を
含
む
）

　
●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
八
件
）
（
継
続
二
件
を
含
む
）

　
　
　
　
　
　
一
　
昭
和
五
十
七
年
度
の
水
田
利
用
再
編
奨
励
補
助
金
に

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特
例
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
る
法
律
案

　
　
　
　
　
　
五
　
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法

　
　
　
　
　
　
　
　
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
八
　
浄
化
槽
法
案

　
九
　
社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
〇
　
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法

　
　
　
律
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
法
律
案

一
一
　
医
学
及
び
歯
学
の
教
育
の
た
め
の
献
体
に
関
す
る
法

　
　
　
律
案

第
九
十
六
回

国
会
　
三
一

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
《
修
》

第
九
十
六
回

国
会
　
三
二

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に



　
　
　
　
　
　
　
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
《
修
》

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
一
二
件
）

二
　
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
律
案

三
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

　
　
正
す
る
法
律
案

　
四
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
援
護
法
案

　
六
　
母
子
保
健
法
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
法
律
案

　
七
　
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
　
農
産
物
の
自
給
の
促
進
及
び
備
蓄
の
確
保
の
た
め
の

　
　
　
農
業
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
案

一
三
　
総
合
食
糧
管
理
法
案

一
四
　
農
民
組
合
法
案

一
五
　
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
六
　
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
の
資
産
の
公
開

　
　
　
に
関
す
る
法
律
案

一
七
　
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
八
　
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
〇
件
）
　
（
継
続
三
件
を

　
含
む
）

　
●
本
院
に
お
い
て
審
査
未
了
の
も
の
（
一
〇
件
）
（
継
続
三
件
を
含
む
）

一
　
雇
用
に
お
け
る
男
女
の
平
等
取
扱
い
の
促
進
に
関
す

　
　
る
法
律
案

二
　
育
児
休
業
法
案

三
　
戦
時
災
害
援
護
法
案

四
　
公
衆
浴
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
　
市
町
村
が
行
う
寒
冷
地
世
帯
暖
房
費
援
助
事
業
に
係

　
　
る
国
の
補
助
に
関
す
る
法
律
案

六
　
林
業
労
働
法
案

七
　
男
女
雇
用
平
等
法
案

第
九
十
四
回

国
会
　
　
三

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確

保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
九
十
四
回

国
会
　
　
五

学
校
教
育
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

第
九
十
六
回

国
会
　
　
六

貨
物
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
秩
序
の
確
立
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案



　

決
議
案
（
一
件
）

　
●
否
決
し
た
も
の
（
一
件
）

一
　
内
閣
総
理
大
臣
中
曽
根
康
弘
君
問
責
決
議
案




